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市長提出議案審査

１２月定例会の概要

27

手
話
言
語
条
例
の
制
定 

、

消
防
団
員
の
処
遇
改
善
等 

に
関
す
る
条
例
の

議
案
を
議
決

令和４年第９回 12 月定例会は、11
月 28 日から 12 月 14 日までの 17
日間の会期で行い、市長提案議案等
27 件及び陳情１件を議決しました。
　ここでは、主な議案の内容と委員
会審査を含めた審議の経過などにつ
いて、お知らせします。

手
話
言
語
条
例
を

　
　
　

新
た
に
制
定

　

手
話
は
言
語
で
あ
る
と
い
う
考
え
に

基
づ
き
、
聴
覚
障
が
い
者
及
び
手
話
に

対
す
る
理
解
を
深
め
る
と
と
も
に
、
障

が
い
の
特
性
に
応
じ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
手
段
の
利
用
促
進
に
つ
い
て
定

め
、
障
が
い
の
あ
る
人
も
な
い
人
も
、

互
い
に
人
格
と
個
性
を
尊
重
し
合
う
共

生
社
会
の
実
現
を
目
的
と
す
る
た
め
、

新
た
に
条
例
を
制
定
す
る
も
の
。

改
正 

な
ど

消
防
団
員
の

　
　
　
　

報
酬
等
を
変
更

　

消
防
庁
が
定
め
た
消
防
団
員
の
報
酬
等
の
基
準

を
踏
ま
え
、
市
消
防
団
員
の
処
遇
改
善
を
図
る
た

め
、
団
員
の
報
酬
及
び
出
動
手
当
を
引
き
上
げ
る

も
の
。
併
せ
て
、
地
域
の
実
情
、
配
備
車
両
の
入

れ
替
え
等
に
応
じ
て
、
第
１
分
団
（
中
村
西
部
地

区
）
及
び
第
10
分
団
（
玉
野
地
区
）
の
定
員
を
見

直
す
た
め
、
条
例
を
改
正
す
る
も
の
。

茄
子
小
田
橋
工
事
費

　
　

精
算
に
よ
る
変
更

　

今
回
の
変
更
に
つ
い
て
は
、
各
工
種
に
お
け
る

精
算
に
よ
る
変
更
と
な
り
、
橋
台
部
の
矢
板
引
き

抜
き
の
際
の
使
用
機
械
を
現
地
の
施
工
条
件
に
合

わ
せ
て
変
更
し
た
こ
と
に
よ
り
、
約
１
２
０
万

円
の
増
額
。
土
工
や
護
岸
の
す
り
つ
け
工
に
お
け

る
精
算
で
約
85
万
円
の
減
額
な
ど
、
合
計
で
21
万

７
，
８
０
０
円
を
増
額
す
る
も
の
。

議員

　
条
例
制
定
後
の
市
の
対

応
に
つ
い
て
問
う
。

市
　
　
　
　

条
例
制
定
を
広
く
お
知
ら
せ
す
る
た
め
の
広
報
紙
へ
の
掲
載
や
障

　
　
　

が
い
者
へ
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
手
段
を
広
く
一
般
に
お
知
ら
せ

す
る
冊
子
を
作
成
し
、
市
民
に
配
布
す
る
こ
と
を
考
え
て
い
る
。

議員

　
学
校
教
育
に
お
け
る
理

解
促
進
に
つ
い
て
問
う
。

市
　
　
　
　

各
学
校
で
障
が
い
の
あ

　
　
　

る
方
へ
の
教
育
及
び
手

話
、
障
が
い
に
関
し
て
、
子
ど
も

た
ち
の
理
解
が
一
層
深
ま
る
よ
う

に
校
長
会
等
を
通
じ
て
検
討
し
て

い
く
。

議員

　
団
員
定
数
見
直
し
の
経
緯
に
つ
い

て
問
う
。

市
　
　
　
　
　

第
１
分
団
は
、
配
備
車
両
の
入
れ

　
　
　
　

替
え
に
伴
い
、
他
の
分
団
と
の
整
合

を
図
る
た
め
定
員
を
減
員
し
て
い
る
。
第
10
分

団
は
、
地
区
人
口
の
状
況
、
新
規
団
員
の
加
入

見
込
み
な
ど
に
基
づ
き
定
員
を
減
員
し
て
い

る
。
な
お
、
第
10
分
団
に
つ
い
て
は
、
分
団
長

や
行
政
区
長
と
協
議
を
行
い
、
了
承
を
得
ら
れ

た
こ
と
か
ら
改
正
に
至
っ
た
。

第 68号

第 71 号

第 77 号

議員

　
出
動
時
の
費
用
弁
償
の
管
理
に
つ

い
て
問
う
。

市
　
　
　
　
　

火
災
等
に
よ
り
出
動
し
た
場
合
、

　
　
　
　

共
通
の
様
式
に
よ
り
、
各
分
団
か
ら

日
時
、
活
動
時
間
等
の
報
告
を
い
た
だ
い
て
お

り
、
そ
の
報
告
に
基
づ
き
支
給
な
ど
の
管
理
を

行
っ
て
い
る
。

区分 改定前 改定後

班長 39,000 円 40,000 円

団員 機関員 30,000 円 38,000 円

その他 24,000 円 36,500 円

区分 改定前 改定後
災害等に
よる出動

１日につき
2,800 円

２時間未満 2,000 円
２時間以上
４時間未満 4,000 円

４時間以上 8,000 円
訓練等に
よる出動

２時間未満 2,000 円

２時間以上 4,000 円

消防団員の報酬（年額）

消防団員の費用弁償

茄子小田橋（１月５日時点）


